
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、気軽に会いたい人と会えない不自由な
生活を経験し、改めて人との「つながり」の大切さを実感したところです。
　だからこそ「今、できること」に共に取り組んでいきたいと考えます。
　まずは、悩みごとや地域でやりたいことなどを話してみませんか。

　広報しもつけ令和４年10月号「特集　地域共生社会　No.1」では、地域共生グループがどのようなこ
とをする担当なのか、また地域共生社会がなぜ必要なのかについて掲載しました。
　今回は、地域共生社会を推進していくうえで大切な支援体制についてご紹介します。

地域共生グループからのメッセージ
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地域共生社会ってどんな社会？
■問い合わせ先　社会福祉課　☎（32）7087

知ってる
？ 特集　地域共生社会　№2

地域共生グループ職員

断らない相談支援 多様な参加支援

今後、目指す支援体制とは…

～地域とともに考える「調整役」～

どこに相談すれば良いか分からない相談
を受け止め、必要なところにつなぐ支援
を行います。

「生きづらさ」を感じている人
や地域で起きている困りごとを
キャッチします。

現行の制度に当てはまらない悩みや、複
合的な課題を抱えている方に対して、さ
まざまな支援機関や地域の皆さまと一緒
に支援します。

悩みや生きづらさを抱えた人や世帯に、
地域の中での役割と居場所を見つけてい
きます。

地域をつなげていくために、
「顔の見える関係づくり」や
「多世代交流」ができる場の
整備を目指します。

福祉相談


